
宇部市告示第１３９号 

  

  宇部市国民健康保険条例第１３条、第１３条の６の５、第１３条の１０及び

第１３条の１５の規定により、令和８年４月１日から翌年３月３１日までの国

民健康保険料率を次のとおり定めた。 

 

   令和８年６月１日 

                  宇 部 市 長  篠 﨑 圭 二 

 

１ 基礎賦課額 

（１）所得割 

     令和７年中の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額 

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得 

金額の合計額の１００分の９．５０ 

 

（２）被保険者均等割 

      被保険者１人当たり            ２５，７００円 

 

（３）世帯別平等割 

    ア 特定世帯以外の世帯１世帯当たり      ２１，９００円 

    イ 特定世帯１世帯当たり           １０，９５０円 

    ウ 特定継続世帯１世帯当たり         １６，４２５円 

 

 

２ 後期高齢者支援金等賦課額 

（１）所得割 

     令和７年中の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額 

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得 

金額の合計額の１００分の３．００ 

 

（２）被保険者均等割 

      被保険者１人当たり             ８，５００円 

 

（３）世帯別平等割 

    ア 特定世帯以外の世帯１世帯当たり       ７，３００円 

    イ 特定世帯１世帯当たり            ３，６５０円 

    ウ 特定継続世帯１世帯当たり          ５，４７５円 

 



３ 介護納付金賦課額 

（１）所得割 

     令和７年中の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額 

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得 

金額の合計額の１００分の２．５０ 

 

（２）被保険者均等割 

      被保険者１人当たり             ８，５００円 

 

（３）世帯別平等割 

      １世帯当たり                ５，５００円  

   

 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額 

（１）所得割 

     令和７年中の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額 

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得 

金額の合計額の１００分の０．３４ 

 

（２）被保険者均等割 

      被保険者１人当たり             １，４７５円 

 

（３）１８歳以上被保険者均等割 

      １８歳以上被保険者１人当たり          １１７円  

 

（４）世帯別平等割 

    ア 特定世帯以外の世帯１世帯当たり         ９４５円 

    イ 特定世帯１世帯当たり              ４７３円 

    ウ 特定継続世帯１世帯当たり            ７０９円 


